
 

 

 

 

 

 

 

第５回多摩市都市計画に関する 

基本的な方針改定特別委員会 

（令和５年７月２１日） 

 

 

 

 

議事日程 

   第１ 署名委員の指名について 

   第２ まちづくりの将来像（案）について 

   第３ 将来都市構造（案）について 

   第４ まちづくりの方針（骨子案）について 

   第５ その他 
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都市整備部長  それでは、定刻となりましたので、始めさせていただきたいと思いま

す。都市整備部長の佐藤でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 本日は、第５回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定特別委員会

でございます。 

 初めに、令和５年７月１９日をもちまして、多摩市農業委員会会長の

小暮和幸委員が多摩市農業委員会会長を退任され、令和５年７月２０日

付で、萩原重治委員が多摩市農業委員会会長となりましたことをお知ら

せいたします。 

  これに伴いまして、多摩市都市計画審議会条例第２条第２項に基づき、

多摩市都市計画審議会委員への任命及び多摩市都市計画審議会特別委

員会委員への指名を行っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

萩原委員  萩原です。よろしくお願いします。 

都市整備部長  それでは、本日の議事でございますが、案件が５件ございます。資料

の確認の前に、事務局から会議の進行について説明させていただきます。 

都市計画課長  都市計画課長の松本でございます。よろしくお願いいたします。前回

の特別委員会で、今回の特別委員会よりタブレット端末を用いた進行と

させていただく旨、お伝えさせていただきました。事前の資料送付につ

きましては、以前のアンケートを基に、ＰＤＦデータまたは紙資料を送

付しております。なお、資料２、資料３につきましては差し替え、参考

資料２につきましては本日配付としております。ＰＤＦデータで送付を

希望された委員の皆様につきましては、昨日メールをお送りしてござい

ます。確認いただけておりますでしょうか。紙資料を御希望の委員の皆

様におかれましては、机上に配付してございます。資料をお持ちでない

方は挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 タブレット端末についてですけれども、書き込みができない仕様とな

っております。そのため、会議進行の際に、書き込み用で紙資料の配付

を御希望される委員におかれましては、白黒印刷の書き込み用資料を配

付しております。カラー資料の確認をされる際はタブレット端末を配付

しておりますので、そちらから御確認をお願いいたします。タブレット
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端末の使用につきましては、御不明な点等ございましたら、職員へお声

がけいただきたいと思います。 

 以上です。 

都市整備部長  会議進行について、事務局より説明をさせていただきました。今回、

タブレット端末を用いた初回の会議となりますので、不慣れな点あろう

かと思います。御迷惑をおかけするかと思いますが、申し訳ございませ

んが、よろしくお願いいたします。 

 それでは、中林委員長、どうぞよろしくお願いいたします。 

中林委員長  皆さん、こんにちは。本日もどうぞよろしくお願いいたします。本委

員会ですけれども、非公開案件も特にないと思いますので、多摩市都市

計画審議会運営規則第１２条の規定に基づき公開といたしたいと思い

ます。 

 また、傍聴者につきましては、多摩市都市計画審議会の会議の公開に

関する取扱い規定に基づきまして、会場の都合でいつも決めております

が、本日、先着順で１０名以内を傍聴者とさせていただきたいと思いま

す。本日、傍聴希望者はおられますでしょうか。 

事務局  傍聴希望者、１名いらっしゃいます。 

中林委員長  傍聴希望者がおられるということですので、傍聴希望者の入室を許可

したいと思います。 

 それでは、ただいまより会議に入りたいと思います。ただいまの出席

委員は２１名です。松本真澄委員がちょっと遅れるという御連絡をいた

だいております。定足数に達しておりますので、これより第５回多摩市

都市計画に関する基本的な方針改定特別委員会を開会いたします。 

 議席について御案内いたします。多摩市都市計画審議会運営規則第６

条第１項の規定に基づき、議席については委員長が定めることとなって

おります。本日より委員に加わっていただきました萩原委員につきまし

ては、前委員の小暮委員の議席、１１番にお座りいただいております。 

 それでは、本日の日程第１、本日の議事録の署名委員の指名をさせて

いただきます。多摩市都市計画審議会運営規則第１８条第３項の規定に

基づきまして、先ほどの席順の順にお願いをしているんですけれども、



 3 

本日は１４番小山浩太郎委員、１５番古賀けい子委員にお願いしたいと

思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、

よろしくお願いいたします。 

 では、本日の日程第２のまちづくりの将来像（案）についてでござい

ます。先ほど事務局より御案内があったとおり、本日の議事日程では議

事が５件あるんですけれども、次の日程第２がまちづくりの将来像（案）

について、日程第３が将来都市構造（案）について、日程第４がまちづ

くりの方針（骨子案）について、となっております。順次説明いただき

進めていきたいと思いますが、日程第２の次に行います、まちづくりの

将来像（案）、その次の、より具体的に多摩市の地図に落としてみた、

日程第３の将来都市構造（案）につきましては、これまでの議論を含め

て修正して調整してまいりましたので、できればこの枠組みで今後の検

討を進めさせていただければなというのが運営上の委員長としての思

いです。日程第４のまちづくりの方針（骨子案）につきましては、日程

第２のまちづくりの将来像（案）、それから日程第３将来都市構造（案）

をベースに、具体的にどういう方針でどんなまちづくりをしていくのか、

そのことについての本日、骨子案ということで、まさに、たたき台です。

ここに関しましては、実は落ちこぼれている事柄、あるいはこれから強

調してやらなければいけない事柄、いろいろあろうかと思います。これ

については、ぜひたくさんの意見をいただいて、次回へ向けて、充実さ

せていきたいと思います。今日、２時間ですけれども、そんな方向で検

討できればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 ということで、最初に日程第２ですけれども、まちづくりの将来像

（案）について事務局より説明をお願いしたいと思います。 

都市計画課長  それでは、日程第２、まちづくりの将来像（案）について御説明させ

ていただきたいと思いますが、その前に、今回の会議の獲得目標につい

て簡単にお話しさせていただきたいと思います。参考資料１、タブレッ

ト端末では２ページになります。こちらを御覧ください。こちらにつき

ましては、前回の特別委員会で決定いたしました改定都市計画マスター

プランの構成でございます。今回の特別委員会では、前回検討いたしま
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した、まちづくりの将来像（案）と、将来都市構造（案）について決定

できればと思っております。また、まちづくりの方針について骨子案を

お示しさせていただきますので、次回の決定に向けて検討を進めたいと

思っております。よろしくお願いいたします。 

 それでは、まちづくりの将来像（案）について御説明させていただき

ます。資料１、タブレット端末では３ページを御覧ください。前回から

記載内容に若干の変更はあるものの、資料の構成につきましては大きな

変更はございません。前回の特別委員会で将来像について様々な御意見

をいただき、それを基に、庁内関係課長で構成される検討委員会で議論

を行いました。検討に当たりましては、本ページの下にお示ししており

ます第六次多摩市総合計画基本構想（素案）の方向性に即したものとな

るよう、分野横断的に取り組むべき重点テーマですとか、分野別の目指

すまちの姿に示されている表現の中から、赤字にした文言などを参考に

整理をしてございます。その結果、将来像（案）を「にぎわいを育み 

安全に住み続けられる都市
ま ち

 多摩」とさせていただいております。前回

から変更があったものの、「にぎわいを育み」では、市民協創のまちづ

くりや民間活力の導入による新たな価値・魅力の創造について、「安全」

では、防災、都市基盤の維持・更新、安全で安心して暮らせるまち、「住

み続けられる」では、環境問題への対応、みどりや水辺環境の維持管理、

持続可能の意味を含めたものとなっており、文言は変わったものの、込

められた意味合いに大きな変更はございません。 

 簡単ですが、説明は以上でございます。 

中林委員長  ありがとうございます。資料１を中心にまとめた案ですけれども、２

つあって、この資料１の左側が現行の都市計画マスタープラン、「安全

で活気と魅力あふれる都市
ま ち

 多摩」という将来像だったんですが、今回、

これまでの皆さんからの御意見等をベースに改定都市計画マスタープ

ランの案として、「にぎわいを育み 安全に住み続けられる都市
ま ち

 多摩」

ということで設定し、それが案ということになります。下段は〇〇委員

に都市計画審議会から委員として参加していただいている第六次多摩

市総合計画審議会で、現在同時並行で検討中の、第六次多摩市総合計画
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基本構想（素案）です。総合計画としてのハード、ソフトを併せた多摩

市の将来都市像としては、「つながり 支え 認め合い いきいきと 

かがやけるまち 多摩」ということになって、検討されているようです。

御意見あるいは御質問含めてお伺いしたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 どうぞ。 

〇〇委員  前回、〇〇さんから御意見ございました誰もが住みやすいということ

で、一番初めの「にぎわいを育み 安全に」という前に、「誰もが」と

かを入れると、全体のバリアフリーのことですとか様々な、障がいの方

だけでなく、高齢者の方などを含めたイメージがはっきりするのかなと

いう気がしました。あと、全体に２０年後の多摩市というのはすごくい

い感じで、そうなれば、わくわくするといういいイメージがすごくあっ

たんですけれども、メインの頭に掲げるものとしましては、「安全に住

み続けられる」ではちょっと寂しい気もしまして、「楽しく」とか、あ

るいは「魅力あふれる」、現行の都市計画マスタープランと少し近いの

でどうなのかなとも思ったんですけれども、ちょっとうれしくなるよう

な言葉も入ればどうかなどと少し感じております。 

中林委員長  分かりました。ほかにはいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

〇〇委員  前々回にも少し発言させていただいたかと思うんですが、編集の問題

なのかも分かりませんが、将来像を語る前の現状と将来に対する認識に

ついて、都市計画に対する取組姿勢とか世の中のニーズが大分変わって

きていませんかというような話をさせていただきました。その辺の認識

についての整理が、この資料１で言うと、「まちづくりの将来像の設定

に対する考え方」というところにさらっと書いてあるんですが、ここを

もう少し踏み込みたいなと思います。実はバックデータがいっぱいある

と思うんですけども、資料の関係でここはかなり割愛されていると思う

ので、話の持っていき方として、そこの部分をクリアにしておかないと、

いきなり将来像がぽんと出てきている感じがあって、わかりにくい感じ

がします。先ほどの〇〇さんの発言にも通ずるところがあるんですが、
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そういう点で言うと、「都市に求められている機能の変化」とか書いて

あるんですが、後の資料にもちょっと出てきそうな気がしますが、どう

いうふうに変化しているのかというようなところをもう少し踏み込ん

でもらいたいということと、あと、そういうものを踏まえると、これか

らの多摩市ってどういうふうにあるべきなのかというところが、これも

後の資料に出てくるような気がしますが、多少予測も含めて、まず前段

でぴしっと明確にした上で、多摩市の２０年後を見据えた将来像をこう

いうふうに考えますという構成にしていただければ、我々が今取り組ん

でいる議論がより、ベクトルが合っていくのかなという気がしました。 

 という点で、にぎわいを育みましょう、安全に住み続けられるまちを

目指しましょうって今のこの原案は別に多摩市じゃなくてもどこでも

通じるんじゃないの、と思うわけです。別に稲城市でも八王子市でも町

田市でもいいですよね。ではなくて、多摩市という特殊性、多摩ニュー

タウンが市域の６割を占めるという特殊性、あるいは、ニュータウン開

発を経験しながらも鎌倉街道をはじめ、歴史的に資源がいっぱいあちこ

ちに、残されているというようなこととか、そういうものも加味した多

摩市でしか経験できないような、そういう将来像が書き切れると納得で

きるのかなという点で、言い出しっぺでもあるのでちょっと案を紹介さ

せていただきますと、「豊かなみどりと都市の両方の魅力をほどよく兼

ね備えた中で、日々の暮らしを楽しみながら心地よく暮らせるまち多

摩」とか。ちょっと長いので、これを採用するかしないかは議論してい

ただきたいんですが、要は、もう少し多摩市らしい将来像を書き切る議

論が必要なのかなと思います。そのためには、これまでの都市開発の在

り方、これからの都市の在り方、暮らしの在り方、そういうものをしっ

かり分析した上で、多摩市の魅力も含めて復習した上で、しっかりと明

確にしておきたいなと思います。ここがぐらぐらしていると、多分後の

議論も、結局何となく散漫な、どこにでも通用するような計画になって

いきはしないかなと危惧しているので、ちょっと発言させてもらいまし

た。 

 以上です。 
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中林委員長  ほかにはいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

〇〇委員  私は、「にぎわいを育み」とか「住み続けられる」というのは、一体

何をすればそうなるのかというのは書いてあるんですけど、「安全に」

の最後の、「安全で安心して快適に暮らせるまちの形成」というのが気

になります。というのは、今まで安全のために、例えばレンガをやめて

アスファルトにするとか、安全のために、公園の電気は全部昼白色にす

るとか、安全のために、例えば私の団地なんかで言うと、トレリスに絡

まっていたモッコウバラは陰になるから小さな子に危ないというふう

に、全てのものに安全安心のためが優先してしまって、どういうものな

のかという思考が停止されているようなのが現状だと思うんです。だか

ら、もう少しこの辺りは、安全で安心してというのはもちろんとても理

解できるんですけども、具体的な書き方にしたほうがいいかなと感じま

した。 

 以上です。 

中林委員長  安全安心に代わる具体的な言葉というのはどういうものか、考えてお

いてください。 

〇〇委員  いや、特にというんじゃないけど、それが一番上位に来て、全ての理

由が安全安心のために何かをしちゃうという風潮が見られることを危

惧していますという、そういう意見です。 

中林委員長  どうぞ。 

〇〇委員  現状をちゃんと捉えてから将来に向けて計画を立てるということに

は大賛成です。具体的に申し上げますと、土木計画学の学会の中で、交

通とか情報がこれから３０年後どうなるのかということで、我々は３０

年後の交通がどうなるかというのは読めないよね、読んだとしても間違

ってしまうねというところがありまして、今、どういう提案をしていこ

うかということをしきりに考えている最中です。ＭａａＳが今、かなり

普及し始めているけれど、制度が日本の制度に合わないということもあ

り、どういうふうに生活が変わるのかがまだ見えてないというのが、ま

ず情報と交通で１つです。 
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 それから、高齢化については、ＭＣＩ（軽度認知障害）も含めて認知

症の人が、相当増えているという段階で、社会がどういうふうに受け止

めていくのかということが一つも記述がないので、そういう問題をどう

するかということが２つ目のお話です。 

 ３つ目が、道路計画とか交通計画の中で、道路は特にそうなんですけ

れども、歩行者空間の整備とか道路の整備と言っているけれど、そうい

う整備をどんなに多摩市が頑張ったって、二、三キロぐらいしか新しい

道は造れないと思うんです。そこを考えると、「道路の再配分」という

言葉が一つもないので、道路をどうやって再配分して有効に使っていく

かということがとても大事なところに来ていると思います。例えば、具

体的には自転車道を整備するとか、そういうことを言っていても、ＬＵ

ＵＰが出てきたり新しい交通手段が今容認されてきていますので、これ

をどう受け止めて多摩市ではどう考えていくかというところがないん

だろうと思います。 

 それから、先ほどの安全の問題ですけれども、水害は、特に降雨量が

相当増えてきていますし、線状降水帯もあちこち出てきている。この現

状の中で、今まで時間最大雨量５０ミリで内水氾濫が起こるというよう

なところで、恐らく５０ミリを前提として下水道を整備しているのが間

に合わないはずで、線状降水帯が来た場合には、多摩市はほとんど低湿

地帯は水害になる可能性もあるので、そういう意味での将来の予測をち

ゃんとしておかないといけないと思いますので、もう少しきめ細かな現

況分析といいますか、将来あるべき姿を語れたらよろしいかと思います。 

 以上です。 

中林委員長  どうぞ。 

〇〇委員  先ほど〇〇委員が言われたことと非常に関係するんですけど、私は資

料１をこの１枚で書こうとしているために無理が出ているかなと思い

ます。もともとの私の印象は、一番上で言っている考え方がこの下の設

定のところに反映してないんじゃないかと思って見ていたんです。下の

ところは、左下にあるのは何ゆえに入っているのか分からなくて、単な

るキーワードが並べてあるだけなのか、関連すると言って入れているの
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かがよく分からないんですが、過去の都市計画マスタープランから今の

総合計画に反映してこの言葉を書いているわけですね。上で言って、い

ろんな既存ストックの話だとか最新の情報だとか、そういうことを言っ

ているんだけど、それらを反映してこれができているチャートに見えな

いんですよね。だから、せっかく上で言っていることがここに反映させ

ていますというチャートにしてくれたらもう少し分かるかな。言わんと

していることだろうなということは理解していますけど、表現されてな

いのではないかと思って見ていました。 

中林委員長  分かりました。多分、文字数で言うと、最大で３０字、できれば２０

字以内ぐらいにしないと、将来像というイメージを語ることが難しくな

って、そこにどれだけ包容力のある言葉で、多摩市らしい将来あるべき

まちの姿を表現できるか、これは何百万か出して、超有能なコピーライ

ターにでも頼まないとできない話かもしれません。しかし、今、それは

ちょっとできないので別途考えますが、先ほど来、皆さんからいただい

たことをくくって、どう表現するか、ちょっと置いておいて、実は皆さ

んからいただいた話のもうちょっと具体化したものが今日の４番目の

議題の、まちづくりの方針というところで、具体的に何やるのって、多

摩市らしいまちとして何をやっていったらいいの、どういう課題を解決

していったらいいのということですので、そちらのほうでいろいろとま

た御議論をいただけるといいのかと思います。 

 確かに「にぎわいを育み 安全に住み続けられる都市」だけでは寂し

いなという感じは、私も実は個人的には感じているところもあって、で

も、とりあえず案はつくるにしても、将来像をまとめていかないといけ

ないかと思いました。伺ったことを私が勝手に受け止めただけなんです

けれども、今の「にぎわいを育み 安全に住み続けられる都市」という

のに枝葉をつけてみると、例えば、「多様なにぎわいとみどりを育み、

誰もが安心して活動でき、住み続けられるまち」、そんなことで、およ

そ皆さんからいただいた意見が包含できるかななんて勝手に思ったん

ですが、いかがでしょうか。それを一つの案として、文字数が多過ぎる

ので、もう少し縮められるか検討しないといけないと思うんですが、そ
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ういうような方向で、将来像としてまず置いておきたいと思うんですが、

よろしければ、もう一度、「多様なにぎわいとみどりを育み、誰もが安

心して活動でき、住み続けられるまち」。多分これからの時代の対応と

いうのは、ハード、ソフトですけれども、モビリティの問題ですね。活

動の基盤になるモビリティが将来どうなっていくのか。物流もドローン

が本当に物流を支えてくれるのかということも含めて、モビリティの問

題。それから、それらをコントロールする情報の問題。多摩市は特に今

度市庁舎を建て替えて、行政の在り方を情報化に基づく行政体制に転換

するという方向を出していますから、その情報化が多摩市にどういうふ

うに都市づくりに関わってくるのか。 

 もう一つはやはり高齢化、高齢社会への対応になるんだろうと思うん

です。だから、まちの主体が高齢化していっている。つまり、市民が高

齢化していく。その人たちが安心して活動でき、住み続けたいと思うま

ちにしていけないかということですし、みんながそうやって輝いていれ

ば、あそこに住んでみたいとよそから入ってくる人も増えてくるかもし

れない。にぎわいも、多様なにぎわいがたぶんあって、市民が生き生き

と活動しているというにぎわいもあるし、イベントでたくさんの人が集

まってくるというにぎわいもありますし、土日になるとたくさん人が買

物に来るとか遊びに来るというにぎわいもあるでしょうし、また、企業

が立地してきて、企業活動がにぎわいをもたらしているというようなに

ぎわい、産業というんでしょうか、経済上のにぎわいもあるでしょうし、

そうしたことを含めて、多様な各分野で、寂しいまちじゃなくて、いか

ににぎわっていて楽しいまちにしていくかということ。 

 それから、みどりも多様なみどりがあって、一人一人の、プランター

のみどりから庭の１本の木、並木から公園、山のみどりまで、そういう

多様なみどりもやはり育んでいかないといけない。そんなようなことを

少しフォローさせていただいたつもりでいますので、もしよろしければ

方針のほうでまた議論いただいて、最後、将来像というところに戻って

くることが必要になればそうしなきゃいけないと思うんですが、「多様

なにぎわいとみどりを育み、誰もが安心して活動でき、住み続けられる
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都市
ま ち

多摩」というちょっと長たらしいものになりましたけど、とりあえ

ずそれを仮置きさせていただくということで、一歩先へ進めさせていた

だいてよろしいでしょうか。 

 それから、資料としては、〇〇委員から御指摘あったとおり、改定都

市マスの黄色枠で囲った、この箱の中の、それぞれ矢印というか、矢尻

マークで書いてあることが、どういう意味で順番づけて書いているのか。

一番大事なものから順番に書いているのか、あるいは、課題に対してこ

ういうことをやらなきゃいけないという課題というインプットに対し

て、行政としてこういう施策を打たなきゃいけないというアウトプット

の順番で書いているのか、それとも２０年後、多摩市をこんなふうにし

たいんだというアウトカムですよね。結果としてどんな多摩市をつくっ

ていくというアウトカムを、まず１番目に重要な将来像の方向というこ

とで書こうとしているのか。この辺りもきちんと少し論理的にというの

か、整理して書いていただくと、結局、にぎわいで何をしたいとか、あ

るいは安全安心で何をしたいとか、住み続けられるということで何をし

たい、それ、ちょっと変わるかと思いますけれども、私としては、まず

方針ですし、頭の出だしですからアウトカム、こんなまちを目指したい

という姿を最初に書いて、それに向かうために、現在の課題に対してど

ういうアウトプットで改善をしたり付け加えをしたりするかというよ

うな順序で、それぞれの事柄を整理していただくといいのかなと思いま

す。 

 ボトムアップで言うと、アウトプットをずっと並べて、結果こうなり

ますというアウトカムですが、多分プレゼンの仕方としては、こんなま

ちにしたいアウトカムがあって、そのためにこういうアウトプットを出

していきますという出し方をしたほうが市民の方には受け止められや

すいかなと思いました。ということで、そこも少し整理させていただこ

うと思いますが、一応そんなことで、資料１について仮置きさせていた

だきたいと思いますが、〇〇さん、どうぞ。 

〇〇委員  今、ちょうど締めていただいたんですけど、思いついたことを話した

くて補足だけ。今、フレーズとして、「にぎわいを育み 安全に住み続
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けられる」という順番が、まさに「にぎわいを育み」が１番、「安全に」

が２番、「住み続けられる」が３番と順番にあって、それぞれ１番の中

でにぎわいを育み、２番の中で安全、３番の中で住み続けられる、それ

ぞれぶつ切りに、１、２、３となっていると思うんですけども、この順

番をもうちょっと自由に並べ替えていいかなと思っていて、あくまで一

例なんですけど、例えば、１番に新しいにぎわいと、２番に誰もが暮ら

し続けられるように、そして最後に豊かさを更新する都市みたいな感じ

で、幾つかこういうのも、１、２、３でぶつ切りにするよりも、もっと

柔軟に入れ替えて、どこに動詞がかかってくるかというのも組み合わせ

たほうが、もうちょっと包括的な表現ができるんじゃないかと思いまし

た。 

中林委員長  ありがとうございます。 

西浦副委員長  簡単に１個だけ。「安全に」というところの３番目の「老朽化する団

地・マンションの建替・維持管理」ってありますよね。上は全部形成と

か更新とか、３番目だけ維持管理なんですよ。やっぱり都市マスって行

政の機能もあるので、マンションの維持管理は民が多いので、これ、「維

持管理の支援」とかそういうふうにしないとどうも合わないような気が

します。多摩市はこれが一番ですよね。やっぱり老朽化するマンション

の維持管理、更新。これは日本の制度も含めてですけど、日本の制度は

多摩市は何ともできないので難しいと思うんですけど、ここを少しそう

いう言い方にしたらどうかというのはちょっと気づいた点です。 

 以上です。 

中林委員長  どうぞ。 

〇〇委員  〇〇です。今の西浦先生の意見と同じ箇所なので意見を言わせていた

だきたいんですけれども、「老朽化する団地・マンションの建替・維持

管理」って２０年前の概念だと思うんです。今は建て替えだけではなく

て、例えば１棟リノベーションとか、中を全部きれいにするとか、ある

いは価値を向上させたり断熱改修の長寿命化とか、要するに、これだと

ちょっと古いというか、２０年後は恐らく建て替えもですし、いわゆる

大規模な再生もだし、当然維持管理もというあたりが出てくるので、こ
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こら辺、やはり次の時代を見据えた文言に少し変えていただければと思

います。 

 以上です。 

中林委員長  ありがとうございます。「老朽化する団地・マンションの建替・維持

管理」じゃ、アウトプットにはなっているけどアウトカムが全然見えま

せんよということですよね。それによって、どんなまちにするのとか、

どんなまち並み、住宅を再生するのということだと思いますので、言葉

の並べ方、先ほど言いましたように、アウトプットとして出さなければ

いけない施策としての重要性も当然あるんですが、我々が基本方針と言

っているのは、その結果、どんなまちになるのかということをしっかり

と目指してやろうと。目の前の課題に対応するだけのアウトプットはい

つでもやれるんですけれども、それが将来何をもたらすのかということ

を考えるというのがこの基本方針を考えることの最大の課題だと思い

ますので、今いただいたことも、先ほど私がちょっと述べさせていただ

いた、何を目標に今何をやるのということとしてめり張りをつけて説明

をしていただくと。 

 それから、さっき形容詞とか副詞をいっぱいつけちゃったのですが、

３つじゃ済まないかもしれないという意味では、そこも含めて検討して

ください。さっき、「活動でき」というのを入れちゃったので、活動で

きやすいとか動きやすいとか、そういう側面がひょっとしたら新たに加

わるのかもしれない。また私も、安全というのは、どうしても何となく

受け取るイメージとしてハードに偏ったイメージが強いので、安全安心

って何で２つ並べるかというのは、やっぱりハードだけじゃない、ソフ

トもあるよということだと思うので。これからどっちかというと、安全

より安心してというところに、ハードも社会も都市も基盤もというよう

なところを含めて、むしろ使っていただいたほうがいいかなというよう

な気もしました。ということでよろしいでしょうか。とりあえずちょっ

と仮置きさせて、これを延々とやっていると今日終わらないので、先ほ

ど申しましたように、この後、将来都市構造（案）ということで、じゃ、

具体的にこれを多摩市の都市に置き換えたときに、どんな骨格でどんな



 14 

都市を目指すのかという話。その後、それを実現するための方針として、

具体的にアウトプットもあるしアウトカムもあるわけですけれども、い

ろんな事柄で抜け落ちがないかということでお伺いしたいと思います

ので、そちらでまたお気づきの点をお話しいただければと思います。 

 一応、今日、資料１に関して、将来像に関しては、私はコピーライタ

ーじゃないから長くなっちゃいましたけども、入れておきたい要素とし

ては、もう一度お話ししますと、多様なにぎわいとみどりを育むという

ことと、誰もが安心して活動でき、さっき忘れましたが、心地よく住み

続けられる、そういうことをコンセプトとして将来都市像として描いて、

そのために、都市計画審議会、都市計画の分野として何をやるか、どん

なまちをつくるのかということを目指す、そんな将来像として市民が共

有できるものになるべくしていかなきゃいけないと思いました。ありが

とうございます。時間も限りがありますので、関連して、具体的にどう

なのということで、日程第３の将来都市構造（案）というところに少し

シフトしていきたいと思います。 

 説明をお願いします。 

都市計画課長  それでは、日程第３、将来都市構造（案）について御説明させていた

だきます。資料２、タブレット端末では、タブレットの左下に出ていま

す２１分の４ページを開いていただきたいと思います。ページ右側の改

定都市マス（案）についてでございます。前回の記載内容から変更した

箇所について御説明させていただきます。全体の構成には変更はござい

ません。 

 まずは、前回「拠点」としていたところを今回、「拠点・軸」とさせ

ていただいています。また、前回「軸」としていたところを、特別委員

会の委員の皆様からのご意見も多くいただきましたことを基に、「ネッ

トワーク」の表現にいたしました。最後に「ゾーニング」につきまして

は、「広域型複合業務地」を新たに追加しております。 

 変更箇所の説明に移る前に、「みどりの拠点」「みどりのネットワー

ク」について少し御説明させていただきたいと思います。「みどりの拠

点」「みどりのネットワーク」に係る、「多摩市みどりと環境基本計画」
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についてでございますけれども、現在改定作業を行っているところでご

ざいます。そのため、表現については若干の変更がある可能性がござい

ます。改定内容の方向性が固まり次第、共有させていただきたいと思い

ますけども、８月下旬ぐらいにならないとそういったところが見えてこ

ないという話がございます。内容が分かり次第、共有させていただきた

いと思います。 

 それでは、変更した箇所、まず、「拠点・軸」としたことについて御

説明させていただきたいと思います。前回、拠点は３つとし、「都市拠

点」「産業拠点」「みどりの拠点」としておりました。その後、庁内委員

会からの提案やニュータウン再生推進会議での今までの検討状況を踏

まえまして、産業拠点ということではなく、新たに軸として整理したと

ころでございます。 

 軸としては、２つとしております。１つ目は、多摩ニュータウン通り

軸になります。多摩ニュータウン通りと鎌倉街道の一部は、多摩市の中

心を通る道路として、都市拠点間や既存区域とニュータウン区域をつな

いでおります。 

 ２つ目は、南多摩尾根幹線沿道軸になります。南多摩尾根幹線沿道は、

広域アクセス性を生かした新たな付加価値を創造する場として、次世代

を見据えた産業・業務、商業機能の誘致や育成を図るなど、これまでの

土地利用から転換を検討いたします。特に唐木田駅周辺や鎌倉街道との

交差点周辺では、大学や企業、研究機関など複合的な機能が集積し、交

流機会や多様なイノベーションの創出を図ってまいります。また、多摩

都市モノレールの町田方面の延伸が実現した際には、南多摩尾根幹線と

の交差地点におきまして、新たに産業・業務、商業機能の発展を図って

まいりたいと考えております。 

 前回、産業拠点として整理しておりました紫色の文字の部分につきま

しては、この軸の中に整理しております。現行計画では、まちづくりの

点、線、面に当たる「点」に当たるものを拠点としておりますけれども、

改定後は、拠点・軸を「点」の位置づけとして整理したいと考えており

ます。また、今回、南多摩尾根幹線沿道軸とした背景の一つとして、「ゾ
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ーニング」の「広域型複合業務地」が関連しております。この色につい

ては、南多摩尾根幹線沿道土地利用方針で示したものとしております。

この部分については、担当部署が都市計画課ニュータウン再生係となっ

ております。説明員としまして、ニュータウン再生担当課長の入室許可

をお願いしたいと思います。 

中林委員長  よろしいでしょうか。入室許可いたします。 

都市計画課長  それでは、ニュータウン再生担当課長より御説明をさせていただきた

いと思います。 

ニュータウン再生担当課長 ニュータウン再生担当課長の内田でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。南多摩尾根幹線沿道の土地利用方針、こちら

について令和５年１月に策定をしてございます。現在、南多摩尾根幹線

が東京都により４車線化の整備が進められてございます。多摩市の区間

については令和７年度、稲城市を含めて、令和１１年度の全線開通が予

定されてございます。また、諏訪や永山地区では都営やＵＲ賃貸住宅の

建て替えが進められているところでございます。こういった再生の動き

を契機として、２０４０年代での多摩ニュータウン再生に向けて、南多

摩尾根幹線沿道の土地利用、主に多摩市の土地ですとか東京都、ＵＲ、

東京都住宅供給公社といった公的な土地利用の方向性を示すことを目

的に策定してございます。 

 具体の取組といたしまして、ニュータウン再生が先行している諏訪・

永山地区の尾根幹線の主に北側の沿道土地において、団地再生によって

大きな土地が創出されること、具体的には、諏訪四丁目の都営住宅の建

て替えにより生まれる土地、さらに、市が所有する旧南永山小学校の校

舎、これが今、解体が進められてございます。現在、都市計画では住宅

系用途地域となっているところを、今後、商業、業務系などに都市計画

変更できないか検討を進めているところでございます。具体には、今年

の４月にプラットフォームを設立してございます。沿道の将来のまちづ

くりを検討する上で、諏訪・永山地区の沿道土地利用の導入機能などを

御提案いただける事業者に会員登録をいただき、今、経済観光課と一緒

に個別ヒアリングを実施しているところでございます。ここでの御提案
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や、多摩市ニュータウン再生推進会議の審議などを踏まえまして、土地

利用の方針について都市計画マスタープランに反映していく考えでご

ざいます。都市計画マスタープラン改定後には、商業、業務などの用途

地域に都市計画変更を行った上で、具体に土地利用を転換していきたい

と考えてございます。 

 皆様、お手元に用途地域図がもしあれば眺めていただきたいんですけ

れども、ファイルの最後のこの大きな地図です。お手元の用途地域図の

下が南、上が北側になっています。市域の一番南側を御覧いただきまし

て、右が稲城市から左が八王子市に向かっています。多摩３・１・６号

線というのがあるんですけれども、これが南多摩尾根幹線道路でござい

ます。 

 例えば、右のほうに多摩東公園があるのが分かりますでしょうか。そ

こを見ていただいて、その左側に四角い箱が８個ぐらいあると思うんで

すけれども、ここに都営住宅が今ございます。ここの地区では都営住宅

の建て替えが進んでおりまして、今後、沿道の都営住宅の土地が空いて

くると、大体２ヘクタールから３ヘクタールという大きな土地が生まれ

てまいります。その隣には諏訪小学校、諏訪南公園がございます。さら

に左側を見ていただくと、箱が１４個ぐらいあるんですけれども、そこ

が永山地区のＵＲ賃貸住宅でございます。こちらについても今後、団地

再生が進んでいくことを想定してございまして、沿道のところを土地利

用転換できないかという検討をしていきます。さらに、その左側には旧

南永山小学校がございます。ここは、多摩市の土地でございまして、令

和６年５月に解体が終わるところでございます。 

 御覧のとおり、緑色というところで、こちらが第一種中高層住居専用

地域というところで住居系の用途地域になってございます。こちらにつ

いて、南多摩尾根幹線が４車線化されますので、商業、業務などへの土

地利用転換が図れないかというところで今議論を進めてございまして、

こういった方針を都市計画マスタープランに反映していって、土地利用

を進めていきたいと考えてございます。 

 さらにその左側には、多摩ニュータウン特別業務地区というところが、
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オレンジ色であると思います。その左側に行っていただきますと、貝取、

豊ヶ丘という地区になりますけれども、こちらもＵＲ賃貸ですとか都営

住宅が立地してございます。今、愛宕で都営住宅、団地再生が進んでお

りますけれども、今後、貝取と豊ヶ丘に団地再生がつながっていくとい

うところでは、こういった沿道の賃貸住宅についても、ここの土地を空

けていただいて土地利用転換を図れないかというところで、今後考えて

いきたいところでございます。尾根幹線の４車線化を機に、こういった

尾根幹線の土地利用転換、都市構造に定めていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

 説明は以上でございます。 

中林委員長  都市計画課長からの説明も以上ですか。 

都市計画課長  はい。 

中林委員長  資料２の裏面について説明を少ししていただけますか。資料２の文字

の１面のほうは以上だけでいいんですか。拠点と軸しか話してないみた

いだけれども。 

都市計画課長  失礼いたしました。こちら、２１分の５ページを開いていただけたら

と思います。文字だけで御説明させていただいたところがございました

ので、こちら、今後の改定都市マス（案）でのまちの都市構造の方向性

の図です。このような形としていきたいと考えております。今お話しさ

せていただいたように、拠点と軸につきましては、３つの駅拠点が赤い

点線の丸で囲んだところ、また、２つの軸として、多摩ニュータウン通

りと南多摩尾根幹線、こちらを拠点・軸として位置づけ、ネットワーク

につきましては、人、物の交流を促す都市活動を支えるネットワークと

いうことで、太い線で示させていただいたところがネットワークと考え

ております。また、ゾーニングにつきまして、市街地の特性に応じた土

地利用の区域ということで色分けして示させていただいております。色

的には、広域型商業・業務地ですとか複合型商業・業務地、沿道型商業・

業務地、産業・業務地、広域型複合業務地、低層住宅地、中低層住宅地、

主な公園・緑地等ということでさせていただいております。 

 今、ニュータウン再生担当課長から御説明させていただきました広域
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型複合業務地、今現在は住居の用途になっていますけれども、今後はこ

のように転換を図っていきたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

中林委員長  そういうことでございまして、前回、ネットワーク軸って、現在の都

市計画マスタープランでは点と線と面と言ってきたことを拠点と軸と

ゾーニングと置き換えていて、何となく軸というのは似つかわしくない

なというので、軸って何だろうと改めて事務局とも御相談をしながら、

軸って要するに、道路だけの問題じゃないんだと、その沿道を通して、

都市活動の、言わば骨格をなすようなものをつくっていくと考えて、普

通の広域道路という道路問題ではなくて、沿道を含めてどうするかとい

うのを軸ということに今回は考えて、新しい都市計画マスタープランの

位置づけをしたらどうかということで、今回、「拠点・軸」ということ

を提案させていただいているということです。 

 多摩市の都市ってどんな構造というか、空間構造かというと、２本の

軸と３つの拠点です、一言で言うと、そういう説明が成り立つ。そのう

ちの１本目の軸、ニュータウン通りというのは、まさにニュータウンの

開設と同時に始まって、この沿道が土地区画整理事業での市街地づくり

で、ほとんどの敷地がニュータウン通りと同じレベルの高さにそろって

いるものですから、まさに沿道利用が個別に一番しやすい土地条件も持

っていて、実際、多摩ニュータウンは、新住法という法律でかなり厳し

く土地利用とか開発目的が制限されていた中で、時代に合わせていろん

な要素が、どこで進出したかというと、多摩ニュータウン通りの軸に出

てきて、それが大阪の最初の千里ニュータウンなんかと違って、多摩ニ

ュータウンって時代とともに変わりつつ生き延びてきているというか、

にぎやかさを保ってきているということの秘訣だったので、今後どうす

るかよりも、これ抜きに多摩市は語れないんじゃないのということで、

説明としてはほとんど何かをするって書いてないんですけども、多摩市

にとっては非常に重要な軸で、かつ北側の既存地区と南の丘陵側に開い

たニュータウン地区を串刺しにして、３つの拠点を多摩ニュータウン通

り軸でつないでいるという構造であった。その中に、今度、一番南側に
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尾根幹線を完成させるということに伴って、軸として沿道の土地利用を

どうしていくのか、それが新しい多摩市の、これまで南というのは町田

との境だという辺境イメージだったところに軸をつくるんだというこ

とで今、担当の方から御説明いただいたとおりです。 

 そんなことを少し思って、先ほどの多様なにぎわいとか活動というよ

うなことにもつながることなんですが、裏面の図の今回の都市計画マス

タープランの都市構造図というのはそういう意味で、今までの平板な書

き方というか、道路のネットワークと拠点という図から、都市の姿とし

て、この２本の軸と拠点、それを中心に設定してみたということです。

ちょっと補足させていただくと、そういうものとして御理解いただいた

上で、御意見あるいは御質問いただければと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 どうぞ、〇〇さん。 

〇〇委員  都市拠点とか幹線道路沿いの軸という概念はよく分かりました。その

上で唐木田駅周辺ということなんですけれども、唐木田駅って割と狭い

エリアの中に２つの要素があるんだと思うんです。駅前のところと尾根

幹線のところの２つの要素があるので、これを一緒くたにして唐木田駅

周辺エリアという考え方で、南多摩尾根幹線沿道軸という取扱いはどう

なのかなと、ちょっとそんな気がいたします。２０年後を見据えるので

あれば、駅前の発展というか、そういうところにも視点を置いたほうが

いいのかなと思います。 

 以上です。 

中林委員長  ありがとうございます。「拠点」という言い方にしちゃうのか、もう

ちょっと別のでも、いわゆる固まりですよね。コアとしての土地利用な

り機能づくりという意味で、確かに現在も唐木田の駅はありますし、こ

れが小田急延伸で相模原へつながれば、かなり今の行き止まりの唐木田

駅から大きく状況が変わる可能性があることと、それから、前回もお話

が出たモノレールとの交点をどうするのという話で、道路との交点は鎌

倉街道のところで、これはもう既存のコアになっているんですが、新し

く２つのコアを南多摩尾根幹線沿道軸を形成する上でどう位置づけて、
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どういう展開をしていくのか、そこが大事だよねという御意見をいただ

いたのかと思います。ほかによろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

〇〇委員  今、御説明いただきました永山とか諏訪の開発ということに対する新

しいビジョンのようなものは、資料２の図には反映されないんでしょう

か。２０年後というイメージ、産業を高めていくという意味では、何か

この中に、同じ表示じゃなくても、そういうようなところが開発されて

いくであろうという未来への希望のような気持ちで何か書き込むとい

うことはできないんでしょうか。 

都市計画課長  今、御質問いただきました点でございますけども、改定都市マス（案）

というところでは、先ほどニュータウン再生担当課長から御説明させて

いただいた南多摩尾根幹線沿道軸というところ、広域型複合業務地とし

て、用途転換をしていきたいと御説明させていただいたところでござい

ます。南多摩尾根幹線沿道軸の青色になっているところ、こちらが現在

は中低層住宅地になっているので色的にはベージュに値していると。そ

れが、将来的には青に変えていきたいというところで、絵的にはそうい

うふうに進めていきたいというところをこの図の中でお示しさせてい

ただいているところでございます。 

〇〇委員  先ほど御説明いただいた永山とか諏訪のところのエリアは、今、青で

描かれているぐらいが最大ということでしょうか。 

ニュータウン再生担当課長 例えば諏訪四丁目で今、都営住宅が建て替わっています。

それは諏訪四丁目の少し広いエリアなんですけれども、そこで団地を壊

して移転していくということが今進んでいます。その際に、最終的に団

地を建てない創出地という、更地が生まれてきます。それが今回、諏訪

の青に塗ったところ、ここが土地が空いてきますので、そこはもう都営

住宅を建てるのではなくて、将来、商業とかそういったものに転換して

いって、例えばにぎわいとか、そういったものに創出していこうという

ことで、沿道は青色でその中側は住宅系の色で、将来の都市構造は持っ

ていこうということでこの絵で示しているということで御理解いただ

ければと思います。 
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〇〇委員  青色でないところが開発が新たに進むということはあまりないんで

すね。 

ニュータウン再生担当課長 今、団地が建て替わっていますので、建て替えで団地が立

地されるということで御理解いただければと思います。 

〇〇委員  団地として進化するということですね。 

ニュータウン再生担当課長 そうですね。今、エレベータのない団地ですので、そうい

ったものはエレベータがついたりバリアフリーということで、住みやす

い住宅になっていこうかと思っています。 

〇〇委員  どうもありがとうございました。 

中林委員長  どうぞ。〇〇委員、その次、〇〇委員。 

〇〇委員  概念的な説明を今回新たに加えていただいて、すごく分かりやすくな

ったと思うんですけれども、この説明を受けてちょっと違和感を覚えた

のが、ネットワークのうちのみどりのネットワークというのが、これは

前回から「みどりのネットワーク」という用語自体は使われているんで

すけれども、例えば交通網をこれからしっかりと拡充していくというよ

うなことでは、そういうネットワークの効果というものが当然期待され

ていくと思うんですけれども、多摩市のみどりというのは、確かによこ

やまの道などを見ると一直線につながっていて、ちょっとネットワーク

のように見えなくもないんですけれども、個別に考えると、利用者側の

視点からいくと、例えばみどりの拠点をいろいろ、半日とか１日かけて

回って利用するとか親しむということは、エコツーリズムですとか特殊

な目的があればあり得なくもないですけれども、一般的な親しみ方とし

ては、多摩中央公園に行って何時間か過ごすとか、よこやまの道を歩く

とか、どっか１つの拠点を利用するとか親しむということで、そこをネ

ットワークという概念で捉えるのは方向性が若干違うのかなという気

がするんです。どちらかというと、例えばゾーンとかベルトという感じ

で個別のみどりの拠点を拡充させて、より市民が、あるいは訪問者が利

用しやすくするということが恐らくこの都市計画マスタープランでや

るべきことなので、みどりのネットワークという捉え方にはちょっと違

和感を覚えます。 
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中林委員長  ありがとうございます。 

 〇〇さん、どうぞ。 

〇〇委員  今のみどりのネットワークに違和感をということで、確かに人が歩き

続けられるようなネットワークの道があるかというと少し違うかとは

思うんですが、これ、生き物だとかみどりの持つまちへの効果という意

味で考えていただけるといいんじゃないかと私は思いました。だから、

私はむしろ、これ、ちゃんと指定してくれていてよかったと思うんです。

やはり生き物に対しては、ネットワークがつながってないと死んでしま

う生き物って絶滅していくだとか、よくカタツムリが例に挙げられます

けれども、途切れないでみどりがあるということが豊かな生態系を維持

するためにはとても大事ということもあるので、そういう意味ではぜひ

と思いますし、ただ行かれるというだけではなく、存在していること自

体に、今このヒートアイランド化の中では、多摩市の場合は特にニュー

タウン地区は家の周りにもたくさんみどりがありますから、あまり意識

しなくてもいいかもしれませんけど、建て替えが進むことによって、実

は容積だとかがかなり高く指定されているのを充足率が低い形でしか

使っていないので、建て替えをしていくたびにみどりは確実に減ってい

くと思うんです。だから、今あるみどりが残るものと思ってはいけない

といいますか。そうやって考えると、こうやって積極的に残していくこ

とを明示することは大事。 

 それと、今ここで指定されているところは、崖地というか、急傾斜と

までは言わなくても、斜面地が多いんじゃないかと思うんです。ここが

開発されないようにすることが、災害への備えという意味でもとても大

事なものだと思いますので、そういった面から改めて見ていただいて御

議論いただくといいのではないかと思います。 

都市計画課長  みどりのネットワークの関係でいろいろ御意見いただきまして、あり

がとうございます。先ほどお伝えさせていただきましたけども、環境部

で多摩市みどりと環境基本計画の改定作業を行っているところでござ

いますけれども、今いただきました意見などにつきましては、今後の改

定につながっていく貴重な御意見だと思っておりますので、伝えさせて
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いただき、検討の材料にしていただけるようにお願いしたいと思ってお

ります。 

中林委員長  次の議題の、水とみどりの方針の中でまた出てきますから、そこでお

願いしたいと思うんですが、いわゆる将来都市構造図と言われているも

のの中に、きめの細かいみどりのネットワークは全然書かれていないの

で、非常に不可解なんです。それがないのに、軸じゃないのというのが

「ネットワーク」という言葉で表現されちゃうと、その下のレベルって

ないのという話になってしまう。多摩ニュータウン、ほとんどの幹線道

路が南北に走っています。要するに、歩車道分離のおかげで、車道の両

側、全部みどりなんですよね。だから、チョウチョをニュータウンの中

におびき出そうとか、トンボを飛ばそうとか、そうすると、あの森を使

うとニュータウンの中に入ってくるんですよね。だから、非常にきめの

細かいネットワークがもっとあるはずなのに、この都市構造図でこれだ

け書かれると非常に矮小化されてしまうので、水とみどりの方針の中に、

いわゆるネットワークをどう使い分けるのか。前回まではネットワーク

の中に幹線道路も入れていたんですが、そこはもう幹線道路の問題じゃ

なくて沿道の問題だということも含めて、軸にしたんですよね。今度、

みどりは拠点とネットワークを２つ書いているんですが、その下のみど

りも併せて、全体としてどういうヒエラルキーで豊かな多様なみどりあ

ふれる多摩市をつくっていくのということをぜひ議論していただきた

いと思うんです。 

 特に今回、ネットワークと言っているところは民地が非常に多いと思

うので、まさに今、開発問題に直面するところに軸となるネットワーク

ですって市が言うからには、何か残していく努力をするのねという担保

が求められるかもしれません。というよりも、そうしたいという思いが

行政にあるんだと受け止めますから、そこも含めて議論をみどり部隊の

ほうで詰めていただきたいと思います。みどりはそういう意味で、また

後でお願いします。 

 次、〇〇さんどうぞ。 

〇〇委員  僕のことは大したことじゃないんですけど、資料２の裏面の図、改定
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都市マス（案）の凡例についてなんですけど、図内だと軸と広域幹線道

路の矢印を両方に示しているんですけど、左上の凡例って書いているほ

うには矢印が入っていないので、そこについては入れてあげたほうが分

かりやすいかと思います。鉄道・モノレール（延伸）というところには、

図内と同じように凡例も矢印が入っているので、基本的には方向性を示

すものについてはちゃんと矢印を入れてあげたほうがいいかと思いま

す。 

 蛇足ですけど、表面のネットワークのところも、みどりのネットワー

クのところの凡例が間違えているので、一応直しておいたほうがいいか

なというところです。 

 以上です。 

中林委員長  ありがとうございます。確かに、凡例、間違っていますね。ありがと

うございます。 

 〇〇委員、どうぞ。 

〇〇委員  拠点と軸、この案は非常にいいと思うんですが、多摩センター駅と永

山駅の高低差といいますか、勾配を前提として、３０年後も都市をつく

るのか、という疑問を持っています。このままいったらかなり古めかし

いまちになっていて、本当にあの高低差から様々な制約が出てきて、都

市をどういうふうにつくっていくかというときに、もう少し、２つの駅

周辺をどういうイメージでつくるかということがないと、将来を語れな

いんじゃないかという心配をしております。これについては少し検討を

急いで、どういう都市づくりをするかということを、高低差も含めてぜ

ひ考えていただきたいと思います。 

 以上です。 

中林委員長  ありがとうございます。今日は出ないんですが、そのことを含めて、

地域別構想というのを従来のゾーニングのイメージで、何とか住区の構

想みたいな話だけじゃなく、拠点についてはそれぞれの拠点をどうする

のかということも、地域別の構想ということで出しませんかということ

で提案をさせていただいて、一応その方向で検討をそれぞれにしようと

しています。聖蹟桜ヶ丘駅にはそういう高低差の地形の問題はないんで
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すが、永山駅と多摩センター駅にはおっしゃるとおり、駅を一番低いと

ころに高く造っているので、両方ともブリッジ状態になるということで

すから、その問題は地区別の中にも、今回は頭出ししてしっかりと議論

しようと思っています。ほかにはいかがでしょうか。 

 〇〇さん、〇〇さんの順番で行きます。〇〇さん、どうぞ。 

〇〇委員  手短に。１点目は〇〇さんの違和感にちょっと近いんですけども、こ

こで書かれているみどりのネットワーク、「河川・丘陵地の連続的な斜

面樹林等」というときに、僕の頭の中のネットワークってちょっと違っ

て、これはむしろグリーンベルトとか緑地帯とかと言ったほうがフィッ

トするんですね。ネットワークというのは、いわゆる緑道とか歩行者専

用道路とか、そういうものを総称してネットワークと言うのかなという

認識があるので、Ａ点からＢ点までつなぐ歩行者専用道路みたいなもの

をネットワークと表現して、使い分け方を今後の作業で整理していただ

ければいいかなと思います。 

 あと、拠点と軸というのは大賛成なんですけども、拠点というときに、

多摩センター駅と聖蹟桜ヶ丘駅と永山駅を、一くくりにしているので、

確かに拠点として育成していくときに、３つ一緒でもいいと思うんです

が、例えば聖蹟桜ヶ丘駅は、かわまちづくりみたいなことにリンクして、

聖蹟桜ヶ丘駅のこれからのまちづくりを考えていきましょうよという

ときに、聖蹟桜ヶ丘駅をただ拠点というだけではなくて、例えば、水と

にぎわいの都市拠点とか、多摩センター駅については、南側に多摩中央

公園があって、これは別々のものではないと思っていて、多摩センター

駅はやっぱり多摩中央公園があっての多摩センター駅ですから、みどり

とにぎわいの都市拠点、目指す都市像みたいなものを拠点の名前に反映

させるような、ちょっと踏み込んだネーミングがあってもいいのかなと

思ったのと、また、その中に、〇〇さんがおっしゃったように、唐木田

駅が鉄道駅で落ちているのが気になります。かといって、永山駅と同列

に扱っていいのか、多摩センター駅と同列に扱っていいのかというとち

ょっと違うような気もするので、広域都市拠点が多摩センター駅、聖蹟

桜ヶ丘駅、永山駅も入れていいのかな、３つだとすると、そこからちょ
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っとランクを落としたもの、広域だろうが地域だろうが市民にとっては

あまり関係ないんですけど、行政というか、まちづくりに関わる者が認

識の仕方として、広域都市拠点といえば、次に地域都市拠点とか、そう

いう言い方で唐木田駅を少しクローズアップしてもいいのかなと思い

ます。 

 それから抜け落ちているものとして、これから多摩ニュータウンの近

隣センターをどうやって持ち上げていこうかというときに、都市計画マ

スタープランで明確に位置づけてあげないと、また、のけものにされて

いる、ほったらかしにされているというような印象を受けるので、広域

地域の下にあったら、地区拠点みたいなものを今回の議論の中で明確に

位置づけてあげて、今後ウォーカブルなまちづくりが避けて通れない時

代の流れの中で、再び近隣センターが脚光を浴びるという意味でも、地

区生活拠点みたいな位置づけを与えて、拠点と言えるかどうか分からな

いんですけども、これは多摩市の最大の特徴だと僕は思っているんです

よね。ほかの市町村にはない、計画的に生活中心が埋め込まれているわ

けです。ほかのまちには多分、ここが生活拠点、生活中心ですよという

のはないので、そこはもう一回きちんと行政としてここをてこ入れして

いくんですよというメッセージを示す。かといって、行政に何ができる

かというと非常に限られているとは思うんですが、そういう意味で、拠

点にはもう一つ、生活に密着したウォーカブルなまちづくりを目指す、

それを牽引するような役割を担う近隣センターを位置づけてあげたら

いいのかと思いました。 

 あと、手短にと言いながら長くなってすみません。軸というときに、

僕の頭の中では、ニュータウン道路と尾根幹線だけじゃなくて、川崎街

道は軸って言わないのかとか、野猿街道も外れは走っているんだけど、

性格的にはニュータウン通りと大して変わらないんですよね。だから、

やっぱりそれも外したらまずいと思うし、鎌倉街道も軸じゃないのか、

野猿街道も新百合ヶ丘まで、稲城市が都市計画道路をきちんと整備して

くれたので、新百合ヶ丘まで一気につながっちゃっているんで、地域連

携軸とかなんかいう言い方で明確に都市計画に位置づけたほうがいい
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んじゃないのかと思ったりしています。 

 以上です。 

中林委員長  御意見承っておきます。 

 〇〇さん。 

〇〇委員  今、〇〇さんに最後言われちゃったんですけれども、私も、拠点と軸

というところの今のこの表現の仕方、今、軸のことなんですけども、ニ

ュータウン通りと尾根幹線のことがここに記載されて表現されている

んですけれども、私にとっても２０代の頃、５０年前ですけども、多摩

市によく来ているときは全て野猿街道を通ってきていまして、野猿街道

から多摩市を見ていました。だから、多分野猿街道というのが、軸とし

て昔は存在して、多摩村自体が存在していたんだと思います。今の表現

としては、ニュータウン通り軸、南多摩尾根幹線沿道軸でいいのかもし

れないですけども、次のときの都市計画マスタープランには野猿街道軸

というのが浮かび上がってくるというか、そういうようなことを夢見て

いるというか、今、野猿街道を取り囲んでいる地権者の人たちは全て民

間の人と帝京大学ですけども、民間の人たちの力というのが、ある時期、

ぐっと盛り上がるときもあり得るのです。野猿街道の先、インターチェ

ンジのほうへ行くと、国立の野菜の市場があるんですけども、あれがな

いときは非常に寂しいゾーンだったんですけども、あの市場ができたお

かげで国立市は大いに潤い、準工業地域としてあるんですけれども、前

も話が出ていましたけども、野猿街道の準工業地域を残すことも含めて、

民間の人間から見ると非常に魅力的な道であると思っていますので、次

の都市計画マスタープランには、尾根幹線、多摩ニュータウン通り、そ

して野猿街道というのが浮かび上がっていることを夢見ているところ

です。 

 以上です。 

中林委員長  承っておきます。 

 どうぞ。 

〇〇委員  近隣市の都市計画マスタープラン、先行してほとんど決まっているん

ですよね。だから、よく見ておいたほうがいいんじゃないのという感じ
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がして、そこで使っている都市軸とかで、広域拠点という考え方がいっ

ぱいあるので、それと必ずしも一致させなきゃいけないわけではないん

だけど、先行市がほとんど先行して決めてやっているやつをちょっと横

にらみしたほうがいいんじゃないかと思っています。 

 一番気になったのは、みどりの拠点の話なんですけど、あまり細かい

ことは言いませんけど、この図面にあるところを拠点と言うのかという

のが私の意見なんですね。多摩中央公園というのは拠点じゃないんです

よね。弾薬庫とかゴルフ場だとかそういうのを拠点だ拠点だって言って

いるんだけど、そういう言い方をするんですかということなんです。 

 それから、多摩市はこういう部分が少なくなっちゃっているんですけ

ど、町田市にしても北部丘陵全体がみどりなんですよね。稲城市だって、

全体を丸ごと「緑の環」と言っているんですね。八王子市なんか、もう

そこら中、みどりだとか農業自体もみんなみどりと言うわけなんですけ

ど、普通、都市計画マスタープランなんかで言うときのみどりの拠点と

いうのを多摩市において言うときにどうするのというのが。 

 それから、隣接市を見なさいというのは、弾薬庫だとか多摩カントリ

ークラブだとか、川崎市においては農業地帯が横にあり、町田市北部丘

陵があり、隣接して小山田緑地があり、ゴルフ場は八王子市にまたがっ

ていると、こういうふうに周りのことを考えないで表現するんですかと

いうことが特にみどりの拠点と言っている言葉のところが非常に気に

なっています。みどりの部分が将来都市構造にも２か所に位置付けられ

ている。これ、前からなんですけど、非常に気になる扱いだなと思いま

す。今、もしみどりと環境基本計画を見直しているんなら、そちら側か

ら来ている可能性があるので、その辺のことをよく考えてほしいなとい

う気がします。 

 それから、言葉がちょっと気になっていまして、我々が昔からよく使

うのは複合市街地とか言ったり、複合市街地と言わなくてしようがない

から商業・業務地って言ったりするんですけど、複合業務地って言って

みたり複合と広域ということは定義の言葉のあちこちに入り乱れて入

っているんですね。それが非常に気になっていますということが１つ。 
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 もう一つは、尾根幹線の土地利用なんですけど、多摩東公園、何で青

になっちゃうのとか永山高校も塗るんですかとか、そういうことがちょ

っと気になるんです。諏訪南公園も青にしちゃっていますとかね。そう

いうことをしたいんですかというようなことです。永山高校やめちゃう

のかなとか思ったりするところもあるし、じゃ、恵泉女学園大学はどう

するんでしょうねとかいうようなことが気になったりします。 

 そんなようなことと、それから、みどりの議論しているときに、集合

住宅地ってかなりみどりの宝庫なんですよね。普通の戸建て住宅地と違

って、多摩ニュータウンの集合住宅地はほとんどみどりの宝庫だと思う。

その考え方があまり表現できてないんじゃないですかと思っています。 

 あと、ニュータウン再生担当課長がおっしゃられた、貝取、豊ヶ丘の

南側は私は土地利用転換しにくい場所だと思っています。大工事をやら

ないと、あそこを沿道利用するのは、普通の利用の仕方ではかなり難し

いかなと。それまで始めると、鶴牧、落合の南側はどうするんだという

議論になりかねないなという気がしているので一考されたらどうかと

思っています。 

 以上です。 

中林委員長  〇〇委員、どうぞ。 

〇〇委員    今、大分〇〇委員がおっしゃったので、みどりの拠点のことはほぼ同

じで、見たら弾薬庫とゴルフ場が拠点というのよりは、多摩ニュータウ

ンでつくってきた公園とかネットワークというのをやっぱりちゃんと

大事にしなきゃいけないんだと思うんですけど、それが全く無視されて

いる感じで、今、多摩中央公園って、拠点じゃないんだって私も思いま

した。 

 あと、それ以外に２つありまして、「ネットワーク」という言葉の使

い方なんですが、どうも道路で言えば、鉄道と道路とって書いてあるん

だけど、これから２０年を考えたときに、さっきＭａａＳの話も出まし

たが、どういうネットワークを交通としてやっていくのかということを

考えて使ってほしいわけです。だけど、ここは鉄道があります、ちょっ

と延伸するかもしれませんとか、道路があります、というのを別々にネ
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ットワークって書いてあるんですけど、それが組み合わされて我々が使

って、うまくいくようにしてほしいわけだし、もっと言うと、ヨーロッ

パなんかだと、バス停に自転車を置いてバスに乗って出かけていくとか

という、そういう使い方をして交通の計画をつくっているのに、相変わ

らず道路があるところにネットワークですって書かれてもちょっと困

るなと思うので、ここの表現の問題だと思うんです。この後のまちづく

りの方針の交通のほうでも、道路のネットワーク、自転車のネットワー

クって全部分かれているんですけど、なかなか難しいと、さっき〇〇先

生がおっしゃったことなんですが、それらが集まってネットワークにな

って、我々はどう利用して、どういうふうに機能していくのかというこ

とを書いてほしいなと感じました。なので、「ネットワーク」という言

葉を使うときの使い方とここに表現する仕方はちょっと考えなくては

いけないのかなと思います。 

 もう一つ、最後ですけども、生活拠点がなくていいのかなと思います。

やはり多摩ニュータウンのつくり方でつくってきたものですし、そうい

う部分では何らかそこにちゃんと存在しているわけで、駄目になってい

るかもしれないけれども、それを今後どうするのかということを含めて

考えて位置づけていく必要がないのかどうか考えなくてはいけないと

思います。特に、さっき団地の建て替えをおっしゃっていて、都営団地

は八王子市とか幾つかお付き合いして、建て替えをやっていて、空いた

土地はどうするかというと、生活の拠点をつくるといって、何が必要か

というので議論して、そこで商業だとかいろいろ必要なものを入れてい

くという議論の中で、空いた土地の利用を考えていくんだとすると、こ

こも買物難民とか含めて商業というのも、団地の方と周辺の方たちの生

活の中心をつくるというのは、都営住宅の建て替えのときによくやって

いることなので、もしそのつもりがあるならば、ここもそういうことを

やるということで生活の拠点として団地の建て替えをやり、そこに周辺

の方たちの生活の拠点をつくるというのもあるのかなと思います。 

 もうちょっと住んでいる方たちの理解が得られるような、そうならな

いと、建て替えますっていっても何が来るのかなとか、どうなるのかな
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というのでは仕方がないと思うので、そこはもうちょっと現実的に、こ

こ２０年、人口も大分減っていくわけで、そこも踏まえて、都営団地は

もう数は増やさないで戸数が増えないわけで、だとすると、どうするの

かということも考えていただきたいと思いました。 

 以上です。 

中林委員長  〇〇さん、どうぞ。 

〇〇委員  少し話が進んでいるんですけど、ちょっと戻ってしまうんですが、こ

のみどりのネットワークというのを、これは多摩市が脱炭素というとき

に何ができるのかと思ったときに、みどりが相当貢献していると、素人

の頭では思っているんですが、そういう意味では、カーボンニュートラ

ルの視点からもグリーンエリアが重要だよ、だから、建て替えもそれが

かかるとややこしいことになるというような視点での言葉になると少

しいいのかなと思いますのと、もちろんそこは観光的ないいエリアでも

あるということで、片方のカーボンニュートラル的視点でグリーンエリ

アを捉えるだけだとちょっと片手落ちなのかとも思いつつも、そうする

ことで抑制がかかるのであれば、そういった視点で少し今のネットワー

クというのを、エリアなのか何か、そういう視点の言葉を少しつけるの

かというのもいいのではないかと少し感じております。 

中林委員長  〇〇さん、どうぞ。 

〇〇委員  今の改定都市マスの凡例に挙がっているものが、今まで出てきた議論

とか既存のインフラとかに対して、今回の資料１にあった今後の将来２

０年間にわたる、例えば新しい開発の場所とかというものをこの中に記

していくことも考えられるのかなと思っていて、例えば聖蹟桜ヶ丘のか

わまちづくりだったり、あと先ほど最初に〇〇さんがおっしゃっていた

尾根幹線沿いの広域型複合業務地とか、あと多摩モノレール通り沿いも

多摩都市モノレールの延伸計画があるので、そこもとか、あと唐木田駅

が今後変わっていくようなこととか、これ以上凡例が増えてしまうのは

分かりにくくなるかもしれないんですけど、今後２０年の間にすごく変

更していく可能性がある場所についても、簡単な形で注意書きで、この

エリアは軽く別の形で囲って、そこに注視するということもできるんじ
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ゃないかと思いました。 

中林委員長  〇〇さん。 

〇〇委員  地域の拠点の話で１点だけ。地域の拠点を明示していただくと、安

全・安心のところでいう防災時の地域の拠点にもつながるのかと思いま

す。学校だったり近隣商店街とかがあるところに避難したり、助けを求

める人が集まったりすると思うので、そこで災害時の支援も円滑に行え

るというような意味合いも含めて、そういった地域の拠点を明示してお

くといいのかなと思いました。 

 以上です。 

中林委員長  時間があと２０分で、もう一つ方針があるので、今日は本当はこっち

に時間をしっかり取りたかったんですが、皆さんの御意見、よく分かり

ます。よく分かりますが、今日、この将来都市構造図というところで出

したのは、お皿に載せるものとして、全市に関わるものをしっかりとつ

くりましょうと。背骨であり心臓であり肝臓であり。そういう意味で、

拠点にしても軸にしてもネットワークにしても、全て広域拠点とか広域

軸とか広域ネットワークという側面と、それぞれの生活圏の中で、まち

の中で、地域拠点とか地域軸だとか地域ネットワークとか、その２つの

レベルに取りあえず分けさせてもらう。 

今回、都市計画マスタープランをつくるに当たって、従来よりも少し

大ぐくりで地域別構想を考えましょうということにしました。それは従

来がいかにも団地ごとにみたいな、住区ごとにというようなことで、中

間の軸みたいなのが全部すっ飛んじゃっていたと。そんなこともあって、

今回大ぐくりに５つの地域に分けて、その地域の地域別構想の中で軸と

なる線があり、地域の拠点があり、そういう位置づけで、今日いただい

た意見の、このレベルもあるよねという、全域の大きいのだけじゃなく

て、こういうのもあるよねって。「こういうの」というスケールは全て

方針にしっかり書いておいて、具体的に地域別構想の中で、この地域生

活拠点をどうするのという形で位置づけをしていくと。 

 従来、多摩市の都市計画マスタープランは全体があって、地域別はそ

れをコピペして、また地域別に書き直しましたで終わっていたんですが、
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そうじゃなくて、地域別にやはりしっかりと計画論を持って、それぞれ

のまちづくりをしていこうとまちとしての方針をそんな形で検討して

みる。都市計画マスタープランのスタイル自体も、少し従来よりは地域

編を充実させることが大事なんじゃないかと思っていますので、そこで

受けさせていただくということで、しっかり議事録を取っておいていた

だいて、振り分けをさせていただきたいと思っています。 

 ということで、あと２０分弱になってしまいましたが、資料３、まち

づくりの方針（骨子案）ということで、今回、全市のまちづくり、都市

計画マスタープランとしての方針も少しスリムになってきています。全

部で５つでしたかね。今回、頭出しでも項目をずっと上げているだけで

す。十分吟味はしてないと思ったほうがいいと思います。この後、簡単

に説明いただいた後、今までにいただいた意見以外に落ちている項目、

これは地域別としてこういうことも考えてください、全市的にこういう

ことも考えてくださいということで項目を御提案あるいは御意見いた

だければなと思っています。 

 資料３の説明をお願いします。 

都市計画課長  では、御説明させていただきます。日程第４、まちづくりの方針（骨

子案）についてでございます。資料３、タブレット端末では、左下、２

１分の６ページになります。こちらを御覧ください。参考資料１で示し

た右の、改定都市マスの構成のうち、下から２つ目の黄色の背景で囲わ

れている部分にあたる、まちづくりの方針として、５つの分野について

骨子案としております。 

 ５つの分野全てにおいて、四角で囲った中に、おおむね２０年後、多

摩市はどのような都市になっているか、どのような都市になるべきかと

いう将来の姿を示しています。時間の関係から資料の読み上げは省略さ

せていただきますけれども、ページをめくりながら御確認いただけたら

と思います。 

 ２１分の６ページ目に、１つ目のにぎわいづくりの方針を示させてい

ただいています。１－１、拠点・軸の方針と、１－２、にぎわいづくり

を支える土地利用の方針ということでお示しさせていただいています。 
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 ２ページ目、タブレットの２１分の７ページの下のほうですけれども、

都市基盤ネットワークの方針、こちらについては、２－１から２－５ま

でです。２１分の８ページのところ、このように示させていただいてい

ます。 

 ２１分の９ページ、こちらの資料のところですけれども、３つ目、水

とみどりの方針です。こちらにつきましては、３－１から３－３、こち

らのページにお示しさせていただいております。 

 ２１分の１０ページに参ります。４つ目の安全・安心の方針です。こ

ちらについては４－１から４－３、こちらの３つとさせていただいてお

ります。 

 続いて５つ目、生活環境の方針です。こちらについて、５－１から５

－２、２つとさせていただいています。これを受けまして、項目として

整理をいたしまして、骨子案として記載させていただきたいと思ってお

ります。 

 事務局として、このようにまちづくりの方針（骨子案）について考え

たところでございます。また、記載内容等方針を考えていく上で、参考

資料２－１、タブレット端末では２１分の１２から２１分の１６ページ

で、まちづくり分野別の課題、参考資料２－２となりまして、タブレッ

ト端末では２１分の１７ページから最後のところまで、こちらで分野別

の整理図として整理させていただいてございます。 

 参考資料２－１、２１分の１２ページを御覧いただきたいんですけれ

ども、左側に第３回特別委員会でお示しした資料３を基本に、今回新た

に追加した箇所を下線で入れさせていただいています。真ん中の部分に

本日の資料３、おおむね２０年後、多摩市はどのような都市になってい

るか、どのような都市になるべきかをまとめ、右側にまちづくりの方針

の構成（案）をまとめております。また、既存地区に係る内容は緑色の

枠、ニュータウン地区に係る内容はオレンジ色の枠としております。 

 参考資料２－２、タブレット端末でいきますと２１分の１７ページか

らになりますけれども、こちらについては、これまでも示してきており

ますにぎわいづくりの方針図をこちらの２１分の１７ページで示させ
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ていただいております。その後、２１分の１８ページからは、現況図と

いうことで、それぞれの都市基盤ネットワーク、水とみどり、安全・安

心、生活環境というところをお示しさせていただいている状況でござい

ます。 

 タブレット端末の２１分の１８ページに戻っていただけますでしょ

うか。こちらにつきましては、バス路線なども含めた都市基盤ネットワ

ークになっています。次のページ、２１分の１９ページでは水とみどり

について、特にみどりについて凡例を少し分けた形とした図としており

ます。 

 続きまして、２１分の２０ページ、安全・安心の図になりますけれど

も、こちらについては、緊急輸送路やハザード情報、庁舎の位置を示し

ております。 

 続きまして、２１分の２１ページ、生活環境の図となっております。

まちづくり方針を考える上で参考にしていただきたいと思います。考え

方について、確認する部分やこういった視点が抜けているのではないか

などの御意見をいただきたいと思っております。また、このまちづくり

方針につきましては、現在並行して、庁内委員を中心に意見照会を行っ

ている状況でございます。本日いただいた意見や、後日でも構いません

ので事務局宛てにいただいた意見、庁内における意見照会を反映し、次

回の特別委員会において決定してまいりたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

中林委員長  ありがとうございます。残り１０分しかないですけれども、少し抜け

ているところ等を御指摘いただければと思います。 

 〇〇さん、どうぞ。 

〇〇委員  〇〇です。資料３のまちづくり方針（骨子案）のところの４「安全安

心の方針」の４－３の「バリアフリーの推進」のところなんですけれど、

四角で囲まれているところで、「住み慣れた地域で、誰もが暮らしやす

く、歩きやすい空間が形成されている」というところなんですけど、「歩

きやすい」という言葉にちょっと違和感があって、「誰もが暮らしやす



 37 

く」ということは、健常者以外の高齢者とか体が不自由な方、障がいを

持った方も移動しやすくということだと思うので、「歩きやすく」じゃ

なくて、「移動しやすく」とかそういう言葉のほうがいいんじゃないか

と思いました。 

 以上です。 

中林委員長  移動というものの中の一つとして歩くというのがあるのは間違いな

いんですが、ここでは多分、人が歩く、だから障がい者の方、私、歩け

ないから車椅子です、それも「歩く」の中に入っての「歩き」じゃない

かと思います。だから、「ウォーカブル」って今はやりの言葉で言うと、

歩きやすいというか、あるいは歩きたくなるまちとか、そういうウォー

カブルタウンというようなことで言っているんですが、御意見としては

伺っておきます。「移動」にすると、概念が市民にどこまで伝わるかと

いうことをちょっとお考えになった上での御発言かなと思ったんです

が、移動というのは、バス交通や電車から始まって歩くも入る。 

〇〇委員  そこまでじゃないです。 

中林委員長  移動しやすいというのは、言葉として何を捉えればいいかなというあ

たり、ちょっと説明してください。 

〇〇委員  「移動」が適切かどうかは分からないんですけれども、先生が言った

ように、車椅子に乗って出歩くことも歩くと考えるということなのかも

しれないんですけれども、車椅子の人とか体が不自由な人がもうちょっ

と外出しやすくというか、まちに行きたくなるような、そんなまちにな

ったらいいなと思うんですけれど。 

中林委員長  高齢者が特にまちへ出かけたくなるということですね。 

〇〇委員  そうですね。今、バリアがあって外に行きたくないという体の不自由

な方もいると聞いているので、そうではなく、みんながまちに出ていけ

るような、そういうバリアフリーを目指したいと思います。 

中林委員長  分かりました。 

 〇〇さん、〇〇さん。 

〇〇委員  次へ向けて、議論のための資料として御意見があればということだっ

たので、お伝えしてしまいたいなと思うんですけど、今おっしゃってい
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ただいたようなバリアじゃないですけども、段差だとかというのを、こ

の地図の上に落としていただくと、どれぐらい移動困難な状況にあるの

かというのが見えて、それを前提に議論しないと方針が立てられないん

じゃないかと思いますので、ぜひお願いします。 

 バリアもなんですけれども、せっかく中林先生が委員長でいらっしゃ

いますし、災害への備えをしっかりすることは大事かと思いますので、

そのときにやはり、橋がいっぱいありますが、特に歩行者用の橋がかな

りたくさんありますよね。それがどこにあるかというのが地図上にあっ

て、それこそ、ここの橋が落ちていても避難できるかとか、あるいは、

避難所の話が書いてありますけれども、今やもはや都市部では避難所に

みんなが行くんじゃなくて、在宅避難をしていただくのを前提にして、

在宅避難を支えるための、例えば食べ物が配給される場所が今の避難所

になるような形じゃないと実質運用ができないと思うんですけども、そ

こにみんなアクセスがちゃんとできるんだろうかみたいな、崖をよじ登

らないと食べ物、水をもらいに行けませんでしたとかというと困るので、

そういうのがどういう状況なのかという実態を分かるようにしておく

と議論ができるんじゃないかと思います。 

 それと、私やっぱりよく分かってないのが、尾根幹線が整備されてい

くということがあるんですけども、これが一体何の目的でそもそも整備

をされていくのかということも含めて、先ほど青に塗られていた辺りを

どのように使っていくのかというのをきちんと議論すべきというか、そ

れを方針の中に盛り込んでいくべきなのかと思っていて、業務地域にし

たいようなイメージでは伺ってはいるんですけれども、現状、私の認識

は、多摩ニュータウン通りがとても混んでいるので、交通量の受皿の一

つとして尾根幹線が充実することで、しっかり移動が確保されるという

か、要はバイパス的な意味合いがかなり強いと理解をしているんですが、

どこのまちでもバイパスを造って、その沿道上を準工業地域か何かに指

定して、商業施設が入ることによって渋滞ができて、バイパスとして道

路を確保したけど、駐車場待ちの列になり、実際に走行路線として使え

ないような事態が起きたりしているわけで、そんな使い方になるんだっ
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たら違う気がするんです。なので、どういう使い方をイメージするのか。 

 例えば今だと、給食センターとかが南側のほうにはあって、そこが実

際には多分就労施設になっていたりするということで、それはいいんで

すけれども、そういうものが団地の裏に来ていいのか。都営住宅を建て

替えて、空いた土地にそういう業務施設が来ることが、都営住宅に住ん

でいる方の住環境として適切かと考えると、ちょっと悩ましいものがあ

るような気がします。何をしようとしているのかなというのがイメージ

しにくいので、そこのところの議論、都の考え方ももちろんあると思い

ますので、きちんとそういうのを踏まえた上で、多摩市としてはこうい

う方針と言えるようにしないと、あまりよい整備にならないんじゃない

かという気がするので、その辺の情報を出していただければと思います。 

 以上です。 

中林委員長  分かりました。 

〇〇委員  主に地図のほうなんですけども、まず都市基盤ネットワークについて

ですけども、コミュニティバスにはバス停の位置が丸で示されているん

ですけども、市内バス路線のほうには丸が示されていないので、これは

市内バス路線の方にも丸をつけたほうがいいのかと思います。 

 あと、自転車ネットワークの話はどこでも自転車を使える環境という

のも書いてあるので、今の図では多分一部遊歩道の中を通れるところが

書いてないんです。たぶん道路に全部書いているんですが、例えば遊歩

道の中でも自転車が通れるところには青い線を入れてもいいと思いま

すし、あと自転車の話をするなら、駐輪場とかレンタサイクルのポート

とかも、可能な範囲で主要なものとかを記されるとより分かりやすいの

かと思います。 

 あと、自歩道、歩くという話があるので、これもバリアフリーが必要

なポイントとか段差が改善されてない場所も多いと思うので、バリアフ

リーが整備されているところに関して注意書きとかあると分かりやす

いのかと思います。 

 安全・安心なんですけども、凡例のほうで、土砂災害特別警戒区域と

広域避難場所の色が似通っていて、広域避難場所というのが危ない色に



 40 

見えちゃうので、これって色の特性として、青系とか緑系のほうがよろ

しいのではないかと思います。あと、市役所が真ん中にあると思うんで

すけども、市役所だけじゃなくて、小学校とか公民館とか支所とか備蓄

倉庫とか、もしくは民間の受入れ可能施設みたいなものまで含めてプロ

ットされたほうが、どこに分布されているのかが分かりやすいのかと思

います。 

 安全・安心の方針でバリアフリーの項目があるので、ここの図でバリ

アフリーを記されてもいいのかなと思います。それで、バリアフリーを

示す際に、高低差の地図ってあると思うんですけども、地形図みたいな

ものを薄くコピーして重ねたりすると、面的にどこが高低差が出てくる

のかというのがもうちょっと分かりやすくなるのかと思います。 

 以上です。 

中林委員長  どうぞ。 

西浦副委員長  ２０年後ということなので、それに関わるのでちょっと欠けているか

なという話を、２つ、３つしたいと思います。２０年後ですと、先ほど

の〇〇さんの話じゃないですけど、多摩市単独じゃなく、当然広域的な

影響がものすごく大きく、特に相模原の影響が大きいです。確実に２０

年以内に起こることは何かといったら、リニア中央新幹線の駅が橋本に

開設するということです。ちょっと遅れていますけど、そのために相原

高校を移転して、南のほうに区画整理を考えて、都市計画決定したんで

すよね。 

 もう一つは、尾根幹線が国道１６号とつながるということ、これは２

０年以内に必ずそうなると思います。ただ、尾根幹線はまだ都市計画決

定を国道１６号までつないでないので、これから残りを都市計画決定し

なきゃいけない。それは、そんな時間がかからずにすると思います。そ

うすると、何が起こるかというと、恐らく橋本にリニア中央新幹線が止

まり出すと、人の流れが大きく変わってきます。恐らく品川まで行かな

いで橋本で降りて、都心に入っていくときに、京王線で入るか小田急線

でどっかで乗り換えていくか。そうすると、人の流れが変わってくるの

で、それをどうつかまえるかということも、やっぱり駅前整備とかなん
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かで考えていかなきゃいけない、そういう影響がありますよね。 

 もう一つは、尾根幹線、先ほど、〇〇先生のお話がありましたけど、

なぜ尾根幹線をこれだけ整備するかというのは、１つは国道１６号につ

ないで、もし都心に何か起こったときに物を運び入れるという防災上の

基幹道路として尾根幹線はすごく大きい役割を果たすというのもある

ので、その沿道も整備しなきゃいけないというのがあるんですよ。それ

はやっぱり需要もつかまなきゃいけないので、沿道の周りも、土地を変

えられるなら変えて、今までのように鉄道中心のまちではなくて、もう

一つの軸をつくって、そこで何か、若い人たちが働けるとか商業施設を

入れるとか、そういう効果も狙っているということがあると思うんです。

だから、２０年以内ということになると、今書かれていることにその２

つが抜け落ちているので、そこをどう考えるかということも入れなきゃ

いけないと思います。 

 もう一つは、これはすごく飛躍した話になるかもしれないんですけど、

多摩都市モノレールです。今、話題になっているのは、上北台から箱根

ヶ崎まで伸ばすかということなんですけど、実際の本当の構想は、八王

子から行ってあきる野に行って羽村まで通す、このループがあるんです

よ。それは５０年とかもっとかかるかもしれません。だけども、最近、

僕が相談を受けたのは、あきる野市が、行政じゃなくて民間が動き出し

て、あそこまで延ばせというふうに都知事に直談判に行っているんです

よ。動くのは相当先かもしれないんですけど、そういう大きな構想の中

で多摩市も黙って見ているんじゃなくて、一緒になってモノレールの活

性化をするような動きも少し、２０年というタームではまだまだ先なん

だけど、そういう大きな構想の中で多摩市はどう考えるかということも

少し取り入れたほうがいいと思うので、それはまだまだ先なのでいいん

ですけど、先ほど言った尾根幹線と橋本のことはちょっと考えていただ

いたほうがいいような気がしますので、書き込むことを検討していただ

ければと思います。 

 以上です。 

中林委員長  じゃ、〇〇さんと〇〇さん。１２時を過ぎましたけど、少しだけ時間
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を下さい。 

〇〇委員  都市計画マスタープランに合致するかどうかちょっと疑問なんです

けれども、モビリティを生活権とか生存権に位置づけている国が幾つか

あります。ＥＵは人中心に交通を考えていますが、日本は安全とか、あ

るいはインフラ整備だとか、そっちにしか考えていません。どちらにか

じを切るかというときに、経済的に個人にモビリティの支援をする部分

と多摩都市モノレールもそうですけれども、インフラを整備する部分と

あって、インフラ整備しか考えてないため、これでいけるのかどうか。 

 ２週間ほど前にある都市に行ったら、１８歳以下は交通機関を使うの

は全部ただです。それから、６５歳以上もただ。そして、２３年の後半

には全ての市民に対してただであると。フランスですので、交通税が

２％ほどかかりますけれども、そういう新しいモビリティの枠組みを誰

もつくろうとしないのに交通の議論を一生懸命やっていて、一体何やっ

ているんですかと。財源は東京都と国の財源だけでいくのはもう無理で

しょうというところもありますので、ぜひそういうことも意識の中に入

れていただければと思います。 

 以上です。 

中林委員長  〇〇さん、どうぞ。 

〇〇委員  〇〇でございます。今後、この計画が２０年後を見据えてということ

になれば、かなり高い確率でマグニチュード７クラスの直下型地震が来

ることを想定しておく必要があろうかと思います。葛飾区などではそれ

を想定して、都市マスの中に震災復興まちづくりの方針というのを位置

づけて、別立てだと思いますが、震災復興計画というのもある程度でき

ています。それの基礎的なものとして、ニュータウンのほうは地籍や境

界がはっきりしているでしょうけども、既存地区においてはまだまだ公

図が混乱していたり地籍がはっきりしてないところがあります。これは

平時にやっておかないと、実際に震災が来たときに、どういうまちづく

りをしましょうかなんて話になっても、実際にそこに家なんか建てられ

ないわけですから、実際にまちが復興するときには、ニュータウンは復

興できても既存地区は復興できないというような現実が出てきかねま
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せん。それをおもんぱかって、〇〇委員が議員時代に、地籍調査や境界

の確定について、市のほうでいろんな相談の窓口を立てたり、積極的に

施策を取るべきじゃないかと言ったらば、民々の話には入らないという

答弁だったんですけども、具体的に市が境界を確定しろと言うのではな

くて、私も関わりましたけども、公図がめちゃくちゃな関戸二丁目のと

ころ、これを改定するのに３年かかっちゃうんですよ。実際には登記所

の登記官の問題や、昔の市のいろいろな職員の方の言動で、なかなか感

情的に判こをついてくれない方がいっぱいいらっしゃいました。でも、

それを何とかまとめて、道路交通課の職員が一生懸命汗をかいて公図は

確定しましたけども、そういう地道な作業をやってもらうようなことを

していかないといけない。葛飾区はその辺の地籍調査については積極的

に行うというようなことを一文書いていますので、今後２０年というこ

とを見据えれば、都市計画課とすれば所管外かもしれませんが、都市計

画としては非常に重要なそういった行為についてもちゃんと位置づけ

ておく必要があろうかと思います。 

 以上です。 

中林委員長  よろしいでしょうかね。 

 〇〇委員、どうぞ。 

〇〇委員  最後のまちづくりの分野別の課題で非常に断片的でありますけれど

も、気がついた点、１つ、２つ言わせていただきたいと思います。１つ

は、自転車ネットワークの形成というのがここにあるんですけれども、

道路だとか鉄道だとか、そういうネットワークについては、いろんな立

場で検討されていますので、それについてはそちらにお任せするとして、

自転車ネットワークの形成というのは、多摩市内だけではなくて、少な

くとも周辺の市町村、稲城市だとか八王子市と関連してくるだろうと思

います。だから、自転車ネットワークをつくるのであれば、最低、そこ

ら辺とも連携した形で個別的な計画を書くべきではないかというのが

１点です。 

 もう一つ、安全で、先ほど、大きな地震が来るという話がありました

けれども、やはり風水害にしても台風の問題にしても地震の話にしても、
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想定してない事態が最近は起こっています。そういう中で一番頼りにな

るのは、多摩市の中では市の機能がちゃんと機能しているかどうかとい

うことだと思うんです。その点で、これから始まります市役所の建て替

えと同時に、各地域別、市域別の防災拠点となるところのネットワーク

どうするのか。もちろん災害が起こってないところは問題ないわけです

から、その場面や被害のレベルによって機能するのは当然違ってくるん

ですけども、その辺を想定した形での防災機能のネットワークをどうこ

の中で書いていくのかをぜひ考えていただきたいというのが２つです。 

中林委員長  ありがとうございます。 

〇〇委員  頂いた資料で、２０年後には高齢化が進んでいるというものが出てお

りまして、そういう意味では全体には、一番初めに申しました、夢があ

ってすごくいい未来像なんですけれども、高齢者の方々の目線で考えた

ときの視点ももっとあってもいいのではないかと思っております。例え

ばコンパクトシティなどもすごくいいと思っているんですが、一番高齢

化が進んでいる地域にそういったことをどうやってやればいいのかと

か、もちろんまちづくりというのは未来を見るので若者の目線がいいん

ですけれども、高齢者がどうやってデジタル化ですとか、様々なコンパ

クトシティですとか、そういうものに対応して楽しく生き生きと生きて

いけるのかというのをもう少し分かりやすく表せれば、見た市民の方々

も安心してうれしくなるのではないかと思っております。 

中林委員長  ちょっと時間が過ぎてしまいましたが、いろいろ御意見をいただきま

した。先ほどちょっとお話ししたように、いただいた意見も全市レベル

と地域レベルということで少し整理をしていただいて、次回、もう少し

深まった議論とか、落ちこぼれているというか、気がついてない課題は

ないかということで議論ができればと思います。 

 それから、今日図面をたくさん作っていただいたんですが、この図面

の中身のスケールが多分ばらばらなんですよね。ですから、先ほど言い

ましたように、将来都市構造というのは全市的な骨格、肝になるような

ものを書く。同じように、全市的な方針に対応する図であれば、骨格的

なそれぞれの分野での施設なり課題をしっかり書いてもらうことだと
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思います。同時に次のステップを考えて、地区レベルではどうなるのか、

今の図をそのまま地区に切ると、地区のまちづくりが分からないという

話になってしまいますから、例えば避難場所というのはかなり広域の施

設ですけれども、小学校、中学校の避難所というのは広域じゃなくて地

域の施設ですから、そういうものが安全・安心で必要であって、そこへ

行く道路が実は大変なんですとか、そういうレベルの問題は地域別のと

ころでしっかり議論できるように、同時並行で、詳細なデータに基づく

図面みたいなものも前倒しで作っておいていただけるといいかなと思

いました。 

 あと、市庁舎の建て替えの話もありましたが、１ページ目のにぎわい

づくり方針の拠点軸の方針の中で、この３拠点、聖蹟桜ヶ丘駅、永山駅、

多摩センター駅、ここをこれから皆さんの役所の出先というか、現場に

していきますって。この本庁舎には、市民の皆さんに来ていただかなく

ても、基本的に情報化社会の技術も使いながら、各駅で全部役所の相談

事を含めてやれるようにしますということを前提に、庁舎建て替え構想

をつくりましたから、そういう意味では、今回の都市マスに行政機能の

充実みたいなことを、この３拠点の中へ入れてもらってしっかりやって

もらわないと、両方股裂きになってしまいますので、ぜひそれはしっか

りと議論していただきたいということです。今の支所では恐らく足りま

せんから、今の支所をいかに拡張するか、建てろということじゃなくて、

あの施設の中で床の配分をどうするかというようなことも含めた、それ

はもう２０年先じゃなくて、数年先にできてないといけない話かもしれ

ません。そんなことが１つ。 

 もう１点は資料３、３ページの道路ネットワークのところで、道路ネ

ットワークの方針とか前のページの交通ネットワークの方針というと

ころもそうなんですが、さっきの広域レベルと地域レベルで、やはりち

ょっと書き方も含めて道路と公共交通、バス、車というのは出てくるん

ですけど、自転車とか歩行者ネットワークというのが、もう一つ、人の

流れでもあるので、そこもやはりきちんとフォローしておいてほしいな

と思います。参考資料２の都市基盤ネットワークの図面、バスのネット
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ワークを見せたいんだったら、道路をもっと色を落として、バス路線を

もっとクリアな線で書いていただかないとちょっと見にくいなという

ようなことがありました。そんなようなことを含めて、全市レベルと地

域レベルで今後２０年先、どんなまちにしていくかということに対応す

る、データとして、今回図面で作っていただいたような現状をつくって

いただきたいことと、それから書いてある文言で、これは全市レベル、

地域レベルの話だよねというのを書き分けておいていただいて、全市と

してはこういう方針、それをそれぞれの地域では地域特性に合わせてこ

んなまちづくりをしていきますという形で最後まとめられるように、そ

の枠組みで考えていただければと思います。 

 それから、葛飾区のはずっと関わってきたんですけども、地籍調査の

中でやったのは、道路境界の確定を全部やったということです。あとの

道路に囲まれた中、街区はまさに民々の敷地間の問題なので、本来、地

籍調査はそこまでやるんですけども、取りあえず行政として急がなきゃ

いけないのは、道路境界を全て確定しておくということで取り組みまし

たので、そういう意味では、都市計画に一番近いところに課題があると

いうことでもあろうかと思います。 

 というようなことで、たくさんいただいた意見も少し、今日、全体を

通していただいた意見を全市レベルで対応する大きな方針に対応させ

るべき課題と、それぞれの地域で、地域の大きな方針あるいは整備課題

として位置づけていく課題、問題、方向、そういうふうに少し空間的に

全市と地域に分けて、今日いただいた意見を含めて整理させていただい

て、次回はまちづくり方針を少し地域と全体をにらみながらフォローア

ップしていければと思います。 

 ちょっと時間が延長になってしまいましたけれども、本日の委員会は

以上にさせていただこうと思いますが、よろしいでしょうか。ありがと

うございました。 

 事務局、今後のこと等を含めて何か事務連絡ありますか。 

都市計画課長  それでは、日程第５、その他についてでございます。次回の日程につ

きましては、８月１４日の月曜日午後２時からとなります。市役所３０
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１・３０２会議室での開催となりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 また、参考に今後の日程につきまして大まかな予定をお伝えさせてい

ただきます。８月以降の予定としましては、１０月中旬に素案と地域別

ワークショップの議論に向けた内容について特別委員会を開催させて

いただき、その後、素案の公表を行い、１１月中旬に素案を基に都市計

画マスタープラン改定中間報告説明会を実施、２回程度を考えておりま

す。年明けの１月下旬から２月上旬にかけまして、地域別ワークショッ

プ２回と全体ワークショップの実施、ワークショップの結果を踏まえた

特別委員会を２月下旬に開催を予定してございます。したがいまして、

令和５年度は、８月を含めてあと３回、特別委員会の開催を予定してい

るところでございます。 

 素案策定に向けては、委員の皆様には大変申し訳ございませんが、資

料送付等により事務局との調整をお願いするような場合があろうかと

思います。申し訳ございませんが、御協力をお願いしたいと思います。 

 以上で説明を終わります。 

中林委員長  これをもちまして、第５回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定

特別委員会を閉会したいと思います。熱心にたくさん御議論いただきま

して、ありがとうございました。 

 

── 閉会 ── 

 

 

 

 


